
重要事項説明書別紙 

（１）第１号通所事業(総合事業)の利用料 

所要時間 

(目安) 

利用者の要

介護度 

通所型サービス(独自)介護費（１月あたり） 

単位数 基本利用料 

利用者負担金 

(自己負担 

１割の場合) 

利用者負担金 

(自己負担 

２割の場合) 

利用者負担金 

(自己負担 

３割の場合) 

7 時間以上 

8 時間未満 

要支援１ 1798 １７,９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ 3621 ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

※所要時間は目安であり、利用者の状態や事業所の運営状況に応じて柔軟に対応いたします。 

※本サービスは総合事業のため報酬単価は栗原市の設定に基づき、所要時間による区分はありません。 

【加算・減算】 

加算等の種類 

加算・減算額 

単位数 基本利用料 

利用者負担金 

(自己負担 

１割の場合)  

利用者負担金 

(自己負担 

２割の場合) 

利用者負担金 

(自己負担 

３割の場合)  

サービス提供体制強化加算  

(Ⅱ)1 
72 

要支援 1の方 

1月につき 
７２円 １４４円 ２１６円 

サービス提供体制強化加算  

(Ⅱ)2 
144 

要支援２の方 

1月につき 
１４４円 ２８８円 ４３２円 

※送迎減算 -47 片道につき －４７円 －９４円 －１４１円 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
（基本利用料＋各種加算減算)の

8.0％ 
左記額の１割 左記額の２割 左記額の３割 

（２）地域密着型通所介護の利用料 

所要時間 
利用者の要

介護度 

地域密着型通所介護費（１回あたり） 

単位数 基本利用料 

利用者負担金 

(自己負担 

１割の場合) 

利用者負担金 

(自己負担 

２割の場合) 

利用者負担金 

(自己負担 

３割の場合) 

7 時間 

以上 

8 時間 

未満 

要介護１ 753 ７,５３０円 ７５３円 1，５０６円 ２，２５９円 

要介護２ 890 ８,９００円 ８９０円 １，７８０円 ２，６７０円 

要介護３ 1,032 １０,３２０円 １,０３２円 ２，０６４円 ３，０９６円 

要介護４ 1,172 １１,７２０円 １,１７２円 ２，３４４円 ３，５１６円 

要介護５ 1,312 １３,１２０円 １,３１２円 ２，６２４円 ３，９３６円 

 



【加算・減算】 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 

加算・減算額（１回あたり） 

単位数 基本利用料 

利用者負担金 

(自己負担 

１割の場合)  

利用者負担金 

(自己負担 

２割の場合) 

利用者負担金 

(自己負担 

３割の場合)  

入浴介助加算（Ⅰ） 40 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56 ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 １８０円 １８円 ３６円 ５４円 

※送迎減算 -47 片道につき －４７円 －９４円 －１４１円 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
（基本利用料＋各種加算減算）の

8.0％ 
左記額の１割 左記額の２割 左記額の３割 

※送迎減算は事業所が送迎を行わない場合 

（２）その他の費用 

食 費 昼食代５００円、おやつ代１００円 

リハビリパンツ 

おむつ等 
現物との交換になります。 

レクリエーション 

活動、外出行事 

利用者の希望により、レクリエーション活動や外出行事に参加して頂くことができ

ます。その際に発生する材料費や外出にかかる費用について、実費をご負担いただ

く場合があります。 

 


